
�愛媛県規則第７号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する

規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則

第５４号）の一部を次のように改正する。

第１条第２項中「短期間で」の下に「又は試行的に」を加

え、「短期課程の」を削る。

別表愛媛県立松山高等技術専門校の部普通職業訓練普通課

ＯＡビジネス
科

３０人 １年
「

程の項中
」
を削り、同部普通職

業訓練短期課程の項中
ブロック建築
科

８人 １年
「

を
」

エクステリア
科

８人 １年

ＯＡ経理科 ６０人 ６月

「

に改める。

」

様式第２号中

身 長 � 体 重 � 胸 囲 �「 を」

身 長 � 体 重 �「 に改め」

、
色 覚 正 常・赤緑色弱・赤緑色盲・全色弱「 を削」

り、同様式注１中「及び色覚欄」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正

規定は、平成１６年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第８号
建築基準法施行細則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

建築基準法施行細則の一部を改正する規則

建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）の一部

を次のように改正する。

第６条第３項及び第４項を削る。

第７条第１項第１号中「エレベーター」の下に「（労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４１条第２項の規定により
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性能検査を受けなければならないものを除く。）」を加え、

同条第３項中「６月３０日まで」を「翌年の３月３１日までとし

、かつ、前回の報告の日の翌日から起算して１年を超えない

日」に改め、同条第４項から第６項までを削る。

様式第３号及び様式第４号を次のように改める。

様式第３号及び様式第４号 削除

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第５１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

愛媛物産株式会社 北宇和郡松野町豊岡３０６３番
地

デイサービスセンターなご
み

北宇和郡松野町豊岡３０６３番
地 平成１６年１月３０日

有限会社ワードアイ 今治市東村五丁目８番３５号 おかげさん 今治市東村五丁目８番３５号 平成１６年２月１７日

コスモス介護サービス有限
会社

宇和島市中央町二丁目４番
２６号

コスモス介護サービス有限
会社

宇和島市中央町二丁目４番
２６号 平成１６年２月２５日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７ 株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７ 平成１６年３月１日

有限会社訪問介護にじ 八幡浜市大平１番耕地８１４
番地 有限会社訪問介護にじ 八幡浜市大平１番耕地８１４

番地 平成１６年１月２３日

株式会社ふじ 新居浜市久保田町一丁目８
番１２号 デイサービスセンターふじ 新居浜市久保田町一丁目８

番１２号 平成１６年１月２０日

有限会社アシストジャパン 松山市久米窪田町１１６４番地
３

アシストジャパン ヘルパ
ーステーション東予

新居浜市東雲町二丁目１２番
４４号 平成１６年１月２７日

株式会社東雲精工 新居浜市東雲町二丁目６番
６５号

訪問看護ステーションしの
のめ

新居浜市東雲町二丁目６番
６５号 平成１６年２月２日

医療法人宮下整形外科・内
科

新居浜市松神子三丁目１番
２６号

医療法人宮下整形外科・内
科

新居浜市松神子三丁目１番
２６号 平成１６年２月２５日

石鎚交通株式会社 西条市神拝乙３６番地の４ いしづち介護サービス 西条市朔日市８９３番地の６ 平成１６年２月２５日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 訪問ケアステーション春賀 大洲市春賀甲１６６５番地 平成１６年２月２０日

ウマ交通有限会社 伊予三島市中央三丁目１１番
３３号 新町ヘルパーセンター 伊予三島市中央三丁目１１番

３３号 平成１６年３月１日

有限会社アクト・ヒューマ
ンケア

福岡県福岡市南区向野二丁
目６番２５号

有限会社アクト・ヒューマ
ンケア愛媛営業所 伊予市下吾川２０２２番地１ 平成１６年１月２３日

あいオート有限会社 伊予市下吾川５７７番地２ あいオート有限会社あい福
祉用具貸与事業所 伊予市下吾川５７７番地２ 平成１６年２月５日

��������������

愛 媛 県 報平成１６年３月１９日 第１５４２号

２４６



平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関の所在地名が、次のように変更され

た。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように休止した旨の届出があった。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社いよ路サービス 今治市鯉池町一丁目１番２２
号 有限会社いよ路サービス 今治市鯉池町一丁目１番２２

号 平成１６年２月１２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人順天会 今治市北日吉町一丁目１０番
５０号 老人保健施設八惠苑

（変更後）
今治市北日吉町一丁目１９番
１５号

平成１５年１０月９日
（変更前）
今治市北日吉町一丁目１０番
５３号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人順天会 今治市北日吉町一丁目１０番
５０号

今治市在宅介護支援センタ
ーかとれあ

（変更後）
今治市北日吉町一丁目１９番
１５号

平成１５年１０月９日
（変更前）
今治市北日吉町一丁目１０番
５３号

介 護 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

老人保健施設八惠苑 医療法人順天会 今治市北日吉町一丁目１０番
５３号

今治市北日吉町一丁目１９番
１５号 平成１５年１０月９日
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�愛媛県告示第５２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに北条市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年３月１９日

�愛媛県告示第５１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人三善会 宇和島市堀端町２番３９号 居宅介護支援事業所風阿 宇和島市堀端町２番３９号 平成１６年１月６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

面 河 村 上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地 面河村指定訪問介護事業所 上浮穴郡面河村渋草２４３１番

地 平成１５年３月３１日

社団法人新居浜市医師会 新居浜市庄内町四丁目７番
５４号

訪問看護ステーション医師
会川東 新居浜市桜木町１５番１６号 平成１５年１１月３０日

社団法人新居浜市医師会 新居浜市庄内町四丁目７番
５４号

訪問看護ステーション医師
会上部 新居浜市松原町１２番４４号 平成１５年１１月３０日

うま農業協同組合 伊予三島市金子二丁目４番
２３号

ＪＡうま居宅介護支援セン
ター

伊予三島市中央一丁目１番
２７号 平成１５年１１月１日

医療法人サマリヤ会 伊予市米湊２６６番地１ 木村脳神経外科 伊予市米湊２６６番地１ 平成１６年１月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伯 方 町 越智郡伯方町木浦甲１２３５番
地 伯方町地域福祉センター 越智郡伯方町木浦甲３９３０番

地１ 平成１５年６月３０日

面 河 村 上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地

指定居宅介護支援事業所面
河村

上浮穴郡面河村渋草２４３１番
地 平成１５年３月３１日

医療法人天楽会 今治市泉川町一丁目３番４５
号

みき指定居宅介護支援事業
所

今治市泉川町一丁目３番４５
号 平成１６年１月１５日

うま農業協同組合 伊予三島市金子二丁目４番
２３号 ＪＡうま居宅介護支援室 伊予三島市中央一丁目１番

２７号 平成１２年５月１日

うま農業協同組合 伊予三島市金子二丁目４番
２３号

ＪＡうま居宅介護支援セン
ター

伊予三島市中央一丁目１番
２７号 平成１５年１１月１日

��������������

��������������
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホームセンターコーナン愛媛北条店

北条市中須賀３０９番１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

コーナン商事株式会社

大阪府堺市鳳東町四丁４０１番地１

代表取締役 疋田耕造

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

コーナン商事株式会社

大阪府堺市鳳東町四丁４０１番地１

代表取締役 疋田耕造

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年１１月１０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，１０３平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１００台

イ 駐輪場の収容台数

５５台

ウ 荷さばき施設の面積

６０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口１箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成１６年３月９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第５２２号
農業災害補償法による知事が定める基準（昭和３９年１月愛

媛県告示第５０号）の一部を次のように改正し、平成１６年４月

１日から施行する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表水稲の項区域の欄中「、川之江市、伊予三島市」を削り

、「宇摩郡」を「四国中央市」に改め、「八幡浜市」の下に

「、西予市」を加え、「、東宇和郡」を削る。

�������
�愛媛県告示第５２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東予市庄内土地改良区から認可申請のあった土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・大野地区）の計

画の変更を平成１６年３月１０日認可した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、伊予三島市豊岡町岡銅、長田地域に係る県営土地改

良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のと

おり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・学蓮寺地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

伊予三島市役所

�������
�愛媛県告示第５２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、宇摩郡土居町大字津根地域に係る県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当

該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・籠地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

愛 媛 県 報平成１６年３月１９日 第１５４２号
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平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第５２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、東宇和郡宇和町大字坂戸地域に係る県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり

当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・中池坂戸地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

宇和町役場

�������
�愛媛県告示第５２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、美川村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・沢渡水路地区）の

施行に平成１６年３月１０日同意した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、美川村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・釣井地区）の施行

に平成１６年３月１０日同意した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、砥部町から協議のあった町営土地改良事業（た

め池等整備事業・野地地区）の施行に平成１６年３月１０日同意

した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３０号
肱川町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整

備事業・上影地地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（農業用道路整備事業・上影地地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

肱川町役場

�������
�愛媛県告示第５３１号
波方町から協議のあった町営土地改良事業（ほ場整備事業

・八反地地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第

４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（ほ場整備事業・八反地地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

波方町役場

�������
�愛媛県告示第５３２号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備事業

・奥久谷地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第

４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（ほ場整備事業・奥久谷地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月２２日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第５３３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町岩松字保木ノ上乙１９１の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

愛 媛 県 報平成１６年３月１９日 第１５４２号
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�愛媛県告示第５３４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町岩松字保木ノ上乙１９１の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５３５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字高田丁６２６の５、丁６２７の９

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５３６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡城辺町僧都８７８の８から８７８の１３まで、８７９の

１０、８７９の１１

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５３７号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（宇和島地方局管内）

岩松加入区

�愛媛県告示第５３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１０７１５号 平成１４年
１２月２２日 �道下建設 道下 博 松山市居相町２０２－７ 平成１６年

２月４日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１２３７８号 平成１３年
８月３１日 �アルファ工芸 井出 和昭 松山市中野町甲２９８－

２
平成１６年
２月９日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１４）第８３９９号 平成１４年
８月１８日 谷原建設 谷原善三郎 松山市上野町甲２２６ 平成１６年

２月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４２３２号 平成１１年
４月２６日 相原組 相原 克彦 松山市土居町９３９－１ 平成１６年

２月１２日 大工工事業 建設業の廃止

（般－１２）第９９０３号 平成１２年
８月２７日 �村蘇石材 村上 真次 越智郡宮窪町大字余所

国５３３
平成１６年
２月１６日 石工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０８３２号 平成１２年
５月１９日 �モクレン 古田 謙二 伊予市下吾川２０４５－１ 平成１６年

２月１８日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１０７９６号 平成１２年
３月３０日 神野組 神野 忠� 新居浜市本郷２－６－

８
平成１６年
２月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１１３３９号 平成１３年
１２月６日 ㈲福島鳶全 福島 和美 新居浜市泉宮町１－８ 平成１６年

２月２６日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０８６６号 平成１２年
６月１７日 �中廣工務店 中嶋 哲雄 松山市鷹子町６８９－４ 平成１６年

２月２７日 建築工事業 建設業の廃止

��������������
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�愛媛県告示第５３９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、波方町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

波方町

越智郡波方町大字樋口甲２５０番地

代表者 町長 片上修二郎

越智郡波方町大字樋口甲２２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡波方町大字波方甲２７２９番１４から同甲２７２９番１７に

至る間の地先公有水面

� 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．７３メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（越智郡波方町大字波方字石持乙４８２番、国土地

理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０秒０４７２

、東経１３２度５７分２９秒８５４５の地点

１点は、基点から真北３２３度３１分０６秒１，１６６．３６メート

ルの地点

２点は、１点から真北４３度４４分４０秒３５．６５メートルの

地点

３点は、２点から真北１３３度４４分４０秒２０．００メートル

の地点

４点は、３点から真北４３度４４分４０秒３８．９４メートルの

地点

５点は、４点から真北１３３度４４分４０秒５．９０メートルの

地点

６点は、５点から真北４３度４４分４０秒１．００メートルの地

点

７点は、６点から真北１３３度４４分４０秒０．５０メートルの

地点

８点は、７点から真北２２３度４４分４０秒１．０１メートルの

地点

９点は、８点から真北１３３度４４分４０秒２４．５９メートル

の地点

１０点は、９点から真北２２３度４４分４０秒３５．９７メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１３３度４４分４０秒７９．８１メートル

の地点

１２点は、１１点から真北４３度４４分４０秒０．９８メートルの地

点

１３点は、１２点から真北１３３度４４分４０秒９．７０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２２３度４４分４０秒１．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１３３度４４分４０秒１０．８０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北４３度４４分４０秒１．００メートルの地

点

１７点は、１６点から真北１３３度４４分４０秒８．５０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２２３度４４分４０秒３８．６８メートル

の地点

� 面積

７，０４５．８６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年１月１２日 愛媛県指令１１港第５５４号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年３月１９日

�������
�愛媛県告示第５４０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、生名村役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡生名村１２７６番１から同村１４２５番までの地先公有

水面及び同村１４２２番２から同村１４６９番２までの地先公有

水面

� 区域

次の１の地点から３２の地点までを順次直線で結んだ線

、３２の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線、

３３の地点から７６の地点までを順次直線で結んだ線並びに

７６の地点と３３の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．

Ｐ．＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

りそれぞれ囲まれた区域

基点（四等三角点「巌島」）は、北緯３４度１６分７．８３３４

秒、東経１３３度１１分１６．４５４６秒の地点

１の地点は、基点から真北３１１度２１分４３秒５６７．２９メー

トルの地点

２の地点は、１の地点から真北３５０度２２分３６秒９．２５メ

ートルの地点

３の地点は、２の地点から真北３５０度２０分３９秒１．４６メ

ートルの地点
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４の地点は、３の地点から真北３５０度２２分３５秒７．８９メ

ートルの地点

５の地点は、４の地点から真北８０度２３分０９秒５．０９メー

トルの地点

６の地点は、５の地点から真北３５０度２２分２８秒４．３３メ

ートルの地点

７の地点は、６の地点から真北３５６度２５分０９秒３．１４メ

ートルの地点

８の地点は、７の地点から真北２６０度２２分０３秒５．４２メ

ートルの地点

９の地点は、８の地点から真北３５０度２２分２０秒３３．５７

メートルの地点

１０の地点は、９の地点から真北３５１度１３分４２秒７．７１メ

ートルの地点

１１の地点は、１０の地点から真北３５２度５６分５２秒７．７１メ

ートルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北３５４度３９分３９秒７．７１メ

ートルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北３５６度２２分３１秒７．７０メ

ートルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北３５９度０３分２０秒７．７１メ

ートルの地点

１５の地点は、１４の地点から真北０度４１分２５秒４．６５メー

トルの地点

１６の地点は、１５の地点から真北０度４１分０３秒１．３４メー

トルの地点

１７の地点は、１６の地点から真北０度４２分１１秒１．７１メー

トルの地点

１８の地点は、１７の地点から真北２度２９分１４秒７．７０メー

トルの地点

１９の地点は、１８の地点から真北４度０７分２２秒７．６９メー

トルの地点

２０の地点は、１９の地点から真北４度０９分１５秒２．５０メー

トルの地点

２１の地点は、２０の地点から真北０度３０分１６秒５．００メー

トルの地点

２２の地点は、２１の地点から真北３５６度５７分２０秒１．６２メ

ートルの地点

２３の地点は、２２の地点から真北３５６度５７分４５秒１．３４メ

ートルの地点

２４の地点は、２３の地点から真北３５６度５７分４９秒２．０４メ

ートルの地点

２５の地点は、２４の地点から真北３５３度２４分５１秒５．００メ

ートルの地点

２６の地点は、２５の地点から真北３４９度４９分５７秒５．００メ

ートルの地点

２７の地点は、２６の地点から真北３４６度１５分１０秒２．５０メ

ートルの地点

２８の地点は、２７の地点から真北７２度０６分０５秒３．３８メー

トルの地点

２９の地点は、２８の地点から真北３４１度１０分５９秒４．６０メ

ートルの地点

３０の地点は、２９の地点から真北３４１度４７分５７秒３．３３メ

ートルの地点

３１の地点は、３０の地点から真北２５２度０６分０９秒３．１０メ

ートルの地点

３２の地点は、３１の地点から真北３３７度１１分５３秒２．８８メ

ートルの地点

３３の地点は、基点から真北３２０度１９分０６秒７０１．７９メー

トルの地点

３４の地点は、３３の地点から真北３２２度０１分４６秒１．２１メ

ートルの地点

３５の地点は、３４の地点から真北３２９度４９分３５秒２．２９メ

ートルの地点

３６の地点は、３５の地点から真北３２６度３７分５８秒４．５８メ

ートルの地点

３７の地点は、３６の地点から真北３２３度２２分０５秒４．５８メ

ートルの地点

３８の地点は、３７の地点から真北３２０度０７分４９秒２．２９メ

ートルの地点

３９の地点は、３８の地点から真北３１９度４８分２１秒４８．０４

メートルの地点

４０の地点は、３９の地点から真北３２１度４７分５５秒５．９１メ

ートルの地点

４１の地点は、４０の地点から真北３２５度１１分４０秒５．９１メ

ートルの地点

４２の地点は、４１の地点から真北３２８度３４分５２秒５．９１メ

ートルの地点

４３の地点は、４２の地点から真北３３１度５８分４４秒５．９１メ

ートルの地点

４４の地点は、４３の地点から真北３３５度２１分４９秒５．９１メ

ートルの地点

４５の地点は、４４の地点から真北３３８度４５分０４秒５．９１メ

ートルの地点

４６の地点は、４５の地点から真北３４２度０８分５０秒５．９１メ

ートルの地点

４７の地点は、４６の地点から真北３４５度３２分３５秒５．９１メ

ートルの地点

４８の地点は、４７の地点から真北３４８度５５分１９秒５．９１メ

ートルの地点

４９の地点は、４８の地点から真北３５０度１２分２９秒３４．２２

メートルの地点

５０の地点は、４９の地点から真北３５０度３７分３０秒１２．４２

メートルの地点

５１の地点は、５０の地点から真北８０度３９分５０秒２．０９メー

トルの地点

５２の地点は、５１の地点から真北３５０度３６分５２秒２．３３メ

ートルの地点

５３の地点は、５２の地点から真北２度１２分４６秒１．７４メー

トルの地点

５４の地点は、５３の地点から真北２６０度３７分４９秒２．４４メ

ートルの地点

５５の地点は、５４の地点から真北３５０度３７分３９秒４３．５５

メートルの地点

５６の地点は、５５の地点から真北３５０度５６分５０秒４４．４４

メートルの地点
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５７の地点は、５６の地点から真北３５０度４２分２５秒３．００メ

ートルの地点

５８の地点は、５７の地点から真北３４７度１１分５７秒６．０１メ

ートルの地点

５９の地点は、５８の地点から真北３４３度４４分５８秒６．０１メ

ートルの地点

６０の地点は、５９の地点から真北３４０度１８分４６秒６．０１メ

ートルの地点

６１の地点は、６０の地点から真北３３６度５２分３１秒６．０１メ

ートルの地点

６２の地点は、６１の地点から真北３３３度２５分５０秒６．０１メ

ートルの地点

６３の地点は、６２の地点から真北３３０度００分１１秒６．０１メ

ートルの地点

６４の地点は、６３の地点から真北３２６度３３分５０秒６．０１メ

ートルの地点

６５の地点は、６４の地点から真北３２３度０６分４７秒６．０１メ

ートルの地点

６６の地点は、６５の地点から真北３１９度４１分１１秒６．０１メ

ートルの地点

６７の地点は、６６の地点から真北３１６度１４分５２秒６．０１メ

ートルの地点

６８の地点は、６７の地点から真北３１２度４８分５２秒６．０１メ

ートルの地点

６９の地点は、６８の地点から真北３０９度１６分５３秒３．０１メ

ートルの地点

７０の地点は、６９の地点から真北３７度０９分３５秒２．５７メー

トルの地点

７１の地点は、７０の地点から真北３０１度１６分２２秒３．１２メ

ートルの地点

７２の地点は、７１の地点から真北３０６度５６分２０秒２．３３メ

ートルの地点

７３の地点は、７２の地点から真北２１７度１０分１０秒２．１８メ

ートルの地点

７４の地点は、７３の地点から真北３０６度０８分５７秒２．１５メ

ートルの地点

７５の地点は、７４の地点から真北３０３度４８分０４秒４．２９メ

ートルの地点

７６の地点は、７５の地点から真北３０１度２６分４１秒２．１５メ

ートルの地点

� 面積

３，３４７．１１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１４年３月２０日 愛媛県指令港第２２号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年３月１９日

�愛媛県告示第５４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山伊予線
伊予市平岡字ハノラ谷３２５番３地先から

同字３４２番３地先まで
平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山伊予線
伊予市大平字武領乙２５８番６から

同字乙２５８番７まで

旧 ５．２～９．７ ０．０２９

新 １２．５～１７．５ ０．０２９
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�愛媛県告示第５４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山伊予線
伊予市大平字武領乙２５８番６から

同字乙２５８番７まで
平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号 伊予市米湊字安広８１６番１０
旧 ９．０ ０．００５

新 １５．５ ０．００５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 伊予市米湊字安広８１６番１０ 平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２３３６番２から

同村黒藤川２４６２番３まで

旧 ３．６～１７．５ ０．４４０

新 １０．６～６３．０ ０．４１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２３３６番２から

同村黒藤川２４６２番３まで
平成１６年３月１９日
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�愛媛県告示第５４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
伊予郡中山町大字出渕４番耕地７１６番５から

同大字４番耕地７１４番２まで

旧 ６．０～１１．０ ０．２４２

新 １８．０～５４．０ ０．２４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
伊予郡中山町大字出渕８番耕地５９４番地先から

同大字４番耕地７１２番２地先まで
平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山双海線
伊予郡双海町大字上灘字船木庚２６２番６から

同字庚２６９番４まで

旧 ４．７～２０．５ ０．１２２

新 ８．５～３９．２ ０．０９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予郡双海町大字上灘字船木庚２６２番６から

同字庚２６９番４まで
平成１６年３月２３日
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�愛媛県告示第５５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
東宇和郡野村町大字小松６３７番地先から

同大字６７０番地先まで

旧 ５．０～２１．２ ０．２１４

新 １２．２～７７．６ ０．２１４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
東宇和郡野村町大字小松６３７番地先から

同大字６７０番地先まで
平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 東宇和郡城川町大字下相７８９番１地先
旧 ２１．８～２４．６ ０．０２３

新 ３８．８～５２．０ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号 東宇和郡城川町大字下相７８９番１地先 平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見吉田線
北宇和郡三間町大字是能１１７６番２から

同大字１１８２番まで

旧 ４．５～１１．５ ０．１００

新 １１．５～２３．０ ０．１００
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�愛媛県告示第５５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年３月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
北宇和郡三間町大字是能１１７６番２から

同大字１１８２番まで
平成１６年３月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町下久家８５８番３から

同町下久家８０９番３まで

旧 ６．０～３１．０ ０．１６０

新 ２０．０～４７．８ ０．１４４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町下久家８５８番３から

同町下久家８０９番３まで
平成１６年３月１９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局建（開）第２９号

平成１６年３月５日
北条市中西内字堀端５４１番１

北条市辻８３３番地１
佐 伯 明 徳

１５松局伊土検（開）第４９号

平成１６年３月８日
伊予郡砥部町１６７番１及び１６８番１

松山市勝山二丁目４番地７
株式会社 ミツワ都市開発
代表取締役 佐 伯 教 義

１５西局建（開）第３２号

平成１６年３月８日
西条市飯岡字川原端２４１２番５１及び２４１２番５２

広島県三原市明神一丁目５番１７号
工 藤 克 樹

１５西局建（開）第３３号

平成１６年３月９日

西条市古川字砂盛甲３０６番１、甲３０６番３、甲３０６番６、甲３０６番７、
甲３０６番８、甲３０６番９及び甲３０６番１０

西条市神拝甲２８７番地
高 橋 進
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年３月１９日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。

第９条の次に次の１条を加える。

（公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限）

第９条の２ 道路交通法施行令第２２条第３号ハの公安委員会

が定める自動車は、別表に掲げる道路を通行する自動車と

し、同号ハの公安委員会が定める高さは、４．１メートルと

する。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第９条の２関係）

１５八局建第２７２８号

平成１６年３月１０日

西宇和郡三瓶町大字津布理字岸ノ下２８３０番、２８３１番及び２８３２番並び
に同郡同町大字津布理字正ヶ市２８３３番、２８３５番、２８３６番１、２８３６番
２、２８３７番、２８３９番１、２８４０番１及び２８４１番並びに同郡同町大字津
布理字岸ノ下２８３０番地先水路、２８３２番地先水路、２８３１番地先農道、
２８３２番地先農道及び２８３０番地先農道並びに同郡同町大字津布理字正
ヶ市２８３３番地先農道及び２８３５番地先農道

西宇和郡三瓶町大字朝立７番耕地２８７
番地３
三瓶町長 井 伊 敏 郎

番号 路線名 区 間

１ 一般国道３１７号
（西瀬戸自動車道）

越智郡上浦町大字井口７５８２番２
（広島県境）から今治市山路字
木ノ谷７１６番１まで

２ 一般国道１１号 川之江市川之江町余木３８１番地
から周桑郡小松町妙口字山崎甲
２３３番３まで

３ 一般国道１１号 温泉郡川内町大字南方１５１７番１
から松山市二番町四丁目７番の
２まで

４ 一般国道１１号
（川之江・三島バイ
パス）

川之江市妻鳥町字上野３５１番１
から伊予三島市中曽根町字溝又
１７２４番１まで

５ 一般国道１１号
（西条バイパス）

西条市飯岡１３３４番１から同市下
島山１３４６番５まで

６ 一般国道３３号 松山市北土居町５１３番１から同
市小坂五丁目２４番１まで

７ 一般国道３３号
（松山外環状線）

松山市北土居町４２２番２から同
市北井門町１９０番１まで

８ 一般国道５６号 南宇和郡一本松町正木７６番から
大洲市北只１５番１まで

９ 一般国道５６号 大洲市東大洲１７０９番から松山市
二番町四丁目７番の４まで

１０ 一般国道５６号
（宇和島道路）

宇和島市保田字清水甲６１２番か
ら同市高串字屋敷田一番耕地１０
２９番１まで

１１ 一般国道５６号
（大洲道路）

大洲市北只１５番１から同市東大
洲１７０９番まで

１２ 一般国道１９２号 川之江市川之江町下屋敷２５３番
１から同市川滝町下山（徳島県
境）まで

１３ 一般国道１９６号 松山市大手町一丁目１番６から
周桑郡小松町大字新屋敷字西町
裏甲５２７番６まで

１４ 一般国道１９６号 今治市山路字下平５６６番２から
同市山路字木ノ谷７１６番３まで

１５ 一般国道１９６号
（松山環状線）

松山市空港通二丁目１０９番１か
ら同市中央二丁目２４番６まで

１６ 一般国道１９７号 東宇和郡城川町大字嘉喜尾４８１１
番４地先から大洲市菅田町菅田
字幸田臺甲３０７１番５地先まで

１７ 一般国道１９７号 西宇和郡保内町宮内２番耕地１
３４番１地先から同郡三崎町三崎
字ハマ２０００番２まで

１８ 一般国道３１７号 今治市小泉三丁目１番１から同
市別宮町一丁目４番１まで

１９ 一般国道３１７号 越智郡吉海町大字名３６１０番から
同郡宮窪町大字宮窪４０９０番まで

２０ 一般国道３１９号 伊予三島市中曽根町字生吉１７１２
番３地先から同市金子二丁目字
金子２１０１番５まで

２１ 一般国道３７８号 伊予市下吾川字馬塚９５６番１か
ら西宇和郡保内町宮内２番耕地
１３４番１地先まで

２２ 一般国道４３７号 松山市中央二丁目２３番１地先か
ら同市三津一丁目１２番地先まで

２３ 一般国道４４１号 東宇和郡野村町大字阿下７号３４
番１地先から同郡城川町大字田
穂１３６８番地先まで

２４ 県道新居浜角野線 新居浜市繁本町甲７２０番３から
同市松原町甲４７８７番４まで

２５ 県道壬生川新居浜野
田線

東予市三津屋南３番３３地先から
同市三津屋南３番３７地先まで

２６ 県道壬生川新居浜野
田線

周桑郡小松町大字新屋敷字三ノ
坪甲１１５３番５から西条市下島山
甲１３４５番２まで

２７ 県道壬生川新居浜野
田線

西条市船屋甲２２９番１から新居
浜市磯浦町３６１番１まで

２８ 県道壬生川新居浜野
田線

新居浜市繁本町７２０番３から同
市多喜浜６７番１７３まで

２９ 県道今治港線 今治市片原町一丁目１番１１から
同市別宮町一丁目２番１７まで

３０ 県道松山空港線 松山市南吉田町１６８１番１地先か
ら同市空港通二丁目１８８番１地
先まで

３１ 県道松山港線 松山市高浜町２２３２番２地先から
同市三杉町１番地先まで

３２ 県道松山港線 松山市中央二丁目２３番１地先か
ら同市中央一丁目７番地先まで

３３ 県道伊予松山港線 伊予郡松前町大字筒井１１１５番１
地先から松山市南吉田町１４６６番
１地先まで

３４ 県道伊予松山港線 松山市南吉田町１６８２番４地先か
ら同市三津三丁目２０番地先まで

３５ 県道伊予川内線 伊予市下吾川字馬塚１００４番１か
ら温泉郡川内町大字南方字竹之
鼻１６０４番１地先まで

３６ 県道八幡浜宇和線 東宇和郡宇和町大字上松葉１９６
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番１地先から同町大字れんげ９
６５番３０地先まで

３７ 県道野村城川線 東宇和郡城川町大字田穂１３６８番
地先から同町嘉喜尾４８１１番４地
先まで

３８ 県道今治波方港線 今治市長沢字堂之前甲５５９番６
から同市常盤町三丁目５番１５ま
で

３９ 県道松山東部環状線 松山市安城寺町７２９番１地先か
ら同市鴨川二丁目１１番地先まで

４０ 県道新居浜別子山線 新居浜市船木４４７５番１から同市
船木４１３２番６まで

４１ 県道壬生川丹原線 東予市三津屋東５５番から同市北
条１６００番１地先まで

４２ 県道壬生川丹原線 東予市北条１６４９番１地先から周
桑郡丹原町大字今井３５２番１地
先まで

４３ 県道広見三間宇和島
線

北宇和郡三間町大字迫目３３１番
から宇和島市伊吹町１４７０番５ま
で

４４ 県道川之江港線 川之江市川之江町４０５６番１０から
同市川之江町番外６８３番１６まで

４５ 県道壬生川港小松線 東予市今在家７４３番地先から西
条市氷見甲２２２番５まで

４６ 県道石鎚丹原線 周桑郡小松町大字大頭字山本甲
２９３番４から同郡丹原町大字今
井３５２番１地先まで

４７ 県道東予港三津屋線 東予市北条１２０６番１地先から同
市三津屋東５４番まで

４８ 県道今治停車場線 今治市北宝来町二丁目２番２５か
ら同市別宮町二丁目１番１１まで

４９ 県道湯山北条線 北条市河原字乙田甲４３１番から
同市下難波字御領田甲２３４番１
地先まで

５０ 県道六軒家石手線 松山市中央一丁目５番地先から
同市本町六丁目７番地先まで

５１ 県道久米垣生線 松山市余戸南四丁目１３２８番１地
先から同市西垣生町５６３番１地
先まで

５２ 県道長井方堀江線 松山市堀江町１９２６番地先から同
町１８６７番地先まで

５３ 県道宇和島港線 宇和島市築地町二丁目１０００番１
から同市栄町港三丁目４０００番ま
で

５４ 県道無月宇和島線 宇和島市保手一丁目３番３０地先
から同市明倫町３番１７地先まで

５５ 県道伊予宮野下停車
場務田線

北宇和郡三間町大字迫目３３１番
から同町大字迫目４３番２まで

５６ 県道伊予宮野下停車
場務田線

北宇和郡三間町宮野下４４番１か
ら同町宮野下２１５番１まで

５７ 県道広見吉田線 北宇和郡三間町宮野下４４番１か
ら同町大字元宗１００番２まで

５８ 県道伊延永長線 東宇和郡宇和町大字れんげ９６５
番３０地先から同町大字清沢１５４５
番地先まで

５９ 県道松山松前伊予線 松山市余戸南四丁目１３２８番１地
先から伊予郡松前町西高柳５３４
番２地先まで

６０ 県道三島川之江港線 川之江市妻鳥町字庄境３５２番１０
から同町字中足鍋１７７３番２まで

６１ 県道新居浜東港線 新居浜市多喜浜５１４番４から同
市松神子二丁目１０２５番１まで

６２ 県道平田北条線 松山市平田町２１４番２から北条
市河原字六反地３７２番２まで

６３ 松山市道大可賀道後
松山港線

松山市若葉町８番１地先から同
市松江町３番３地先まで

６４ 松山市道松山環状線
北部

松山市中央二丁目７７番１地先か
ら同市東長戸四丁目６６８番１地
先まで

６５ 松山市道垣生８５号線 松山市東垣生町９５８番地１地先
から同町１０８４番１地先まで

６６ 松山市道余土９６号線 松山市出合４３５３番地先から同市
出合２６１３番地先まで

６７ 松山市道生石１２１号
線

松山市南吉田町２２７０番地先から
同町２８５８番地先まで

６８ 松山市道堀江１４１号
線

松山市堀江町２５番５地先から同
市福角町３９８番１地先まで

６９ 松山市生石１８２号線 松山市東垣生１０８４番１地先から
同市南吉田町２２７０番地先まで

７０ 松山市道松山環状線
南部

松山市天山町三丁目１９５番１地
先から同市和泉北三丁目７２３番
４地先まで

７１ 松山市道松山環状線
南部（複線０１）

松山市和泉北一丁目７３７番地先
から同市和泉北一丁目７７７番２
地先まで

７２ 松山市道松山環状線
西部

松山市和泉北二丁目７３０番１地
先から同市空港通二丁目１８８番
１地先まで

７３ 松山市道松山環状線
西部（複線０１）

松山市和泉北二丁目７３５番１地
先から同市土居田町２１番１地先
まで

７４ 松山市道生石１８５号
線

松山市南吉田町２８５８番から同市
南吉田町２７９８番４６地先まで

７５ 今治市道今治駅天保
山線

今治市北宝来町一丁目５番地５
先から同市天保山町二丁目４番
地先まで

７６ 今治市道内港喜田村
線

今治市恵美須三丁目１番地３４か
ら同市喜田村五丁目７６６番地３
先まで

７７ 今治市道鳥生臨海４
号線

今治市東鳥生町五丁目１７番地先
から同市東鳥生町五丁目２２番地
先まで

７８ 今治市道鳥生臨海５
号線

今治市東鳥生町二丁目２０６９番５
先から同市東鳥生町五丁目３８番
地先まで

７９ 今治市道鳥生大浜八
町線

今治市八町東三丁目１４４８番地１
先から同市東鳥生町二丁目１９４５
番１先まで

８０ 今治市道内港喜田村
線

今治市喜田村五丁目７６６番３先
から同市恵美須町三丁目１番３４
先まで

８１ 今治市道富田臨港１
号線

今治市喜田村四丁目９９４番６先
から同市富田新港一丁目７番地
２先まで

８２ 宇和島市道築地本線 宇和島市築地町二丁目５０７番先
から同市築地町二丁目５１６番ま
で

８３ 宇和島市道朝日町築
地線

宇和島市築地町一丁目５０７番か
ら同市築地町二丁目５１６番まで

８４ 宇和島市道築地４号
線

宇和島市築地町二丁目３１８番か
ら同市寿町二丁目３１８番５まで
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附 則

１ この規則は、平成１６年３月２２日から施行する。

２ この規則の施行日前にこの規則による改正後の愛媛県道

路交通規則（以下「新規則」という。）別表に掲げる道路

を通行した自動車についての新規則第９条の２の適用につ

いては、同条中「４．１メートル」とあるのは、従前のとお

り「３．８メートル」とする。

８５ 宇和島市道築地１２号 宇和島市築地町二丁目１０００番１
から同市築地町二丁目１０００番１
まで

８６ 新居浜市道磯浦中新
田線

新居浜市磯浦町９番２７号地先か
ら同市新田町三丁目１番４３号地
先まで

８７ 新居浜市道松神子多
喜浜線

新居浜市多喜浜５１８番３号地先
から同市多喜浜７６番４２号地先ま
で

８８ 新居浜市道新田松神
子線

新居浜市松神子四丁目１番１号
地先から同市松神子二丁目１番
１号地先まで

８９ 西条市道国道朔日市
線

西条市大町１９４番地の６先から
同市ひうち６番地の１０まで

９０ 川之江市道港通井地
線

川之江市港通４０６３番２２から同市
川之江町井地３３０番１まで

９１ 伊予三島市道中曽根
神之元線

伊予三島市中曽根町字井垣３５８
番５から同市宮川一丁目字神之
元１０２４番１まで

９２ 伊予三島市道本郷平
木線

伊予三島市下柏町５８７番１から
同市下柏町字池ノ口７４６番３ま
で

９３ 伊予三島市道国道海
岸線

伊予三島市金子一丁目字金子２１
０１番６から同市中之庄町字宮ノ
北３７８番２まで

９４ 伊予三島市道中之庄
埋立３号線

伊予三島市金子一丁目字金子２２
００番１から同市中之庄字宮ノ北
２１４５番まで

９５ 松前町道西１号線 伊予郡松前町大字筒井字砂流場
１８１１番地から同町大字北川原字
塩屋西２０３５番地まで

９６ 松前町道西２２号線 伊予郡松前町大字西高柳字樋ノ
西５２９番地から同町大字北川原
字原端９７４番地まで

９７ 松前町道西１８１号 伊予郡松前町大字筒井字城新田
１４１１番地４から同町大字筒井字
砂流場１７９５番地１まで

９８ 宇和町道１－３ 東宇和郡宇和町大字清沢１４１８番
地先から同町大字清沢１５９０番地
先まで

９９ 三間町道宮野下土居
中線

北宇和郡三間町宮野下７４５番５
から同町宮野下２１４番１まで

１００ 港湾道路 伊予三島市村松町柳田縄９３７番
地４から川之江市川之江町５４０
番地先まで

１０１ 港湾道路 伊予三島市村松町柳田縄９３７番
地４から同市村松町（大王製紙
前）まで

１０２ 港湾道路 川之江市川之江町宮の下（旧フ
ェリー発着地）から同市川之江
町２５２９番地まで

１０３ 港湾道路 新居浜市垣生三丁目から同市多
喜浜３５１番地まで

１０４ 港湾道路 東予市今在家１５００番地の２から
同市今在家７２７番地の１まで

１０５ 東予臨港道路 東予市今在家１５００番地の２（フ
ェリー専用岸壁）から同市北条
９２６番地の１４まで

１０６ 港湾道路 今治市富田新港一丁目２番地５
から同市富田新港１番地５まで

１０７ 港湾道路 今治市喜田村二丁目５番４３号か

ら同市喜田村四丁目５番２７号ま
で

１０８ 港湾道路 今治市富田新港一丁目１番地５
から同市富田新港一丁目２番地
５まで

１０９ 港湾道路 今治市片原町一丁目４番地２（
今治フェリーセンター）から同
市恵美須二丁目８番地３まで

１１０ 港湾道路 今治市片原町三丁目１番地８か
ら同市片原町一丁目４番地２ま
で

１１１ 港湾道路 松山市三津ふ頭１番地１から同
市三津一丁目（外港第二埠頭）
まで

１１２ 港湾道路 松山市三津ふ頭１番地１から同
市三津三丁目５番４０先まで

１１３ 港湾道路 松山市北吉田町から同市大可賀
三丁目９３番地（新埠頭埋立地内
）まで

１１４ 港湾道路 松山市高浜町三丁目９３番地から
同市高浜町六丁目２５５４番地まで

１１５ 港湾道路 松山市北吉田町１２９４番地から同
市北吉田町（帝人）まで

１１６ 港湾道路 松山市北吉田町７７番地５から同
市大可賀三丁目（コスモ石油松
山工場）まで

１１７ 港湾道路 松山市高浜五丁目２２５４番地（松
山フェリーセンター）から同市
高浜町六丁目２５６４番地先まで

１１８ 港湾道路 松山市海岸通２４２２番地１から同
市海岸通１４５５番地１まで
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